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 法務局民事行政部戸籍課長 殿  

 地 方 法 務 局 戸 籍 課 長 殿  

 

 

法務省民事局民事第一課 大河原補佐官     

 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律の公布について 

本月３日、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律（令和８年法律第２７号。以下「第１６次地

方分権一括法」という。）が公布され、戸籍法の一部改正に係る規定につい

ては、第１６次地方分権一括法附則第１条第５号に定める日から施行される

ことになりましたので、お知らせします。  

つきましては、以上を了知の上、貴管下支局長及び管内市区町村長に周知

方お取り計らい願います。  
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